
事 業 名 称 1)空き家に関する相談窓口等の民間連携を行う事業 

事業主体 名 四日市不動産事業協同組合 

連 携 先 
三重県朝日町・三重県川越町・三重県司法書士会・三重県土地家屋調査士会・三
重県建築士事務所協会四日市支部・三重県宅地建物取引業協会四日市支部 

対 象 地 域 三重県朝日町・三重県川越町 

事 業 概 要 

地 域 密 着 型 空 き 家 相 談 会 を 開 催                                                                   

○空き家相談会の実施  ○空き家関連団体の相談ブースを設置 

○講演会（フォーラム等）の同日開催  ○ワークショップの同日開催                                                                                                                                                                                                                                               

○空き家個別相談の実施。（予約制）  

事業の特 徴 
地域密着型（人口が一万人程の自治体）空き家相談会の開催。負担軽減を考えた

個別相談会の実施。 

成 果 

11月 6日(土)川越町空き家相談会。(来場 3組／相談件数 8件） 

11月 6日(土)講演会(フォーラム)の開催。 

11月 6日(土)ワークショップの開催 

11月 27日(土)朝日町空き家相談会。（来場 2組／相談件数 2件） 

11月 27日(土)講演会(フォーラム)の開催。 

11月 27日(土)ワークショップの開催。 

1月 24日～2月 4日川越町空き家個別相談会の実施。 

(相談 2組／個別対応 場所：川越町中央公民館） 

1月 24日～2月 4日朝日町空き家個別相談会の実施。 

(相談 2組／個別対応 場所：朝日町役場会議室）   

成果の公表方法 

四日市不動産事業協同組合のホームページで公表（R4年 5月予定） 

URL http://www.y-fudousan.or.jp/ 

組合広報誌にて公表。会員へのお知らせ等。 

今後の課題 
空き家相談会の継続。個別相談会の実施（他団体との共催）。自治体との連係シス

テム作り。入札制度や賃貸や管理を照会。 

 

１．事業の背景と目的 

マンパワーやノウハウが不足する場合にあっては地域の専門家や空き家等対策に取り組む団体が地

方公共団体と連携して必要な対策を進めることを今回の事業目的と考えています。三重県では既に「空

き家ネットワークみえ」が活動しており、県内の大きな市を中心に活動しています。不動産関連 8 団

体が集まり、実施する空き家相談会は会場、相談員、主催する団体、協力団体の規模も大きくなり、

小さな自治体は敬遠されているようにも感じます。四日市不動産事業協同組合は単独で行えない自治

体、空き家相談体制が整わない自治体と連携し、地域密着型の空き家相談会を実施することを事業目

的とします。未実施の自治体で行う空き家相談会は自治体職員の経験、知識を深めることにもなり、

自治体が行う空き家対策に有効と考えます。 

 



○空き家相談会、空き家個別相談会は主催者や相談員、自治体の負担軽減を念頭に置き、継続性を重

視した事業とする。 

○流通、管理、解体等の専門分野がアドバイスすることで利活用や地域の活性化、空き家予防に貢献

する。 

○フォーラムや講演会により相談員、相談者、参加者のスキルアップにつなげる。 

○ワークショップ開催により地域の実情、密着型対策等の意見交換の場とする。 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

①事業構築にあたり、内容、手順を行政団体と検討。主な事業を取り決め、関係団体に協力を求めた。 

②会場、広報は自治体が担当（自治会回覧、役場、センター等に配布、広報掲載）とした。 

③関係団体への連絡、協議は組合事務局四日市不動産事業協同組合担当者が行う。 

④チラシの作成、印刷準備、実施マニュアル（スケジュール、スキーム等）の作成は四日市不動産事

業協同組合が行う。 

⑤フォーラムの準備（講演内容、講師）は四日市不動産事業協同組合担当者が行う。 

⑥相談員の名簿作成は関係団体と協議を行う。会計は組合事務局が行う。 

①
空き家個別相談会チラシ配布

自治会回覧板・公民館・センター配布

①
朝日町・川越町空き家個別相談会

１月２４日～２月４日相談員派遣

②

②

空き家モデル事業への協力

本年度は対象無し

相談会内容の利活用、取壊しの協議。

成果のとりまとめ。報告書作成。

川越町フォーラム開催準備・講演

ワークショップ開催

朝日町町フォーラム開催準備・講演

ワークショップ開催

②

②

３月

令和３年度

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

①
朝日町空き家相談会チラシ配布

自治会回覧板・公民館・センター配布

①
朝日町空き家相談会・フォーラムチラ

シをHPに掲載

①
朝日町空き家相談会R3年11月27日

協力団体相談員派遣

①
空き家相談会・フォーラム実施プログ

ラムの検討実施・報告

①
川越町空き家相談会チラシ配布

自治会回覧板・公民館・センター配布

①

具体的な取組内容
事業

項目

川越町空き家相談会・フォーラムチラ

シをHPに掲載

①
川越町空き家相談会R3年11月6日

協力団体相談員派遣

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常期 予備期 空き家 

提案 

対策 

実施 

対応 

準備 

相談 

対応 

⑥利活用、除却等の 

対策提案、助言、組合員へ

の紹介提案 

 

①空き家に関する情報発信。 

②通常相談業務受付（市公報掲載） 

⑤相談対応 

④空き家 

所有者 

情報の 

提供 

空き家ステージ 

取組ステップ 

③相談エリア拡充検討 

⑦課題（次年度へ） 

相談の継続。利活用、売

却、除却等の実施提案。 

⑧空き家に関する情報発信。 

解決事例公開・サイト更改予定（次年度） 

 

【役割分担表】 

○川越町空き家相談会Ｒ３年１１月６日(土)実施。 

取組内容 具体的な内容（小項目） 担当者（組織名） 業務内容 

川越町空き家

相談会準備等。 

相談会準備。 

各団体相談員の名簿。 

事務連絡等。 

四日市不動産事業

協同組合 

相談会場下見。受付、各ブースの

配置図、チラシ作成、印刷。自治

体へ配布。 

フォーラム「未来につなぐ

相続登記」津地方法務局へ

依頼 

四日市不動産事業

協同組合 

・一般公開セミナーとして相続登

記をテーマにした。相談員も参加

し空き家に関する幅広い知識を

得る研修会にする。 

空き家相談会予約受付 
四日市不動産事業

協同組合 

当日の相談受付を分散。コロナ対

応。 

マニュアル作成 
四日市不動産事業

協同組合 

相談会実施マニュアル作成及び

印刷、配布。 

川越町空き家

相談会 

R3.11.6実施。 

 

ブース 1  

取壊し・リフォーム・イン

スペクション・耐震診断・

建物診断 

三重県建築士事務

所協会四日市支部 

相談員 

（生川昌毅） 



※役職名、氏名敬称略。 

○朝日町空き家相談会Ｒ３年１１月２７日(土)予定。 

川越町中央公

民館 2階大会議

室。 

 

フォーラム「未

来につなぐ相

続登記」 

ブース 2  

売買・賃貸・空き家空き地

管理 

四日市不動産事業

協同組合 

三重県宅建協会四

日市支部 

受付（三谷正弘・後藤明德） 

相談員（豊田晃・河北昌喜） 

宅建協会（服部芳永） 

ブース 3  

登記・相続・遺言・成年後

見人 

三重県司法書士会

四日市支部 

相談員 

（天野真一・水谷元彦） 

ブース 4  

境界・測量・滅失登記 

三重県土地家屋調

査士会四日市支部 

相談員 

（市川誉・中村行彦） 

ブース 5  

行政団体：建物除去助成等 

自治体（三重県川

越町安全環境課、

産業建設課、資産

税課） 

相談員 

片山豊和・水谷晋也・葛山大展 

山本昴輝 

フォーラム 

「未来につなぐ相続登記」 

津地方法務局四日

市支局 
黒田武志・水谷翔一 

ワークショップ 各団体参加 

相談会終了後、地域の問題点やア

プローチを専門家の立場から意

見を頂きました。 

取組内容 具体的な内容（小項目） 担当者（組織名） 業務内容 

朝日町空き家相

談会準備等。 

R3.11.27実施 

相談会準備。 

各団体相談員の名簿。 

事務連絡等。 

四日市不動産事業

協同組合 

相談会場下見。受付、各ブース

の配置図、チラシ作成、印刷。

自治体へ配布。 

フォーラム「未来につな

ぐ相続登記」津地方法務

局へ依頼 

四日市不動産事業

協同組合 

・一般公開セミナーとして相続

登記をテーマにした。相談員も

参加し空き家に関する幅広い知

識を得る研修会にする。 

空き家相談会予約受付 
四日市不動産事業

協同組合 

当日の相談受付を分散。コロナ

対応。 

マニュアル作成 
四日市不動産事業

協同組合 

相談会実施マニュアル作成及び

印刷、配布。 

朝日町空き家相

談会 

R3.11.27実施 

 

朝日町保健福祉

センター1階ホ

ール 1･2 

 

ブース 1  

取壊し・リフォーム・イ

ンスペクション・耐震診

断・建物診断 

三重県建築士事務

所協会四日市支部 

相談員 

（吉久輝栄） 

ブース 2  

売買・賃貸・空き家空き

地管理 

四日市不動産事業

協同組合 

三重県宅建協会四

日市支部 

受付（三谷正弘・後藤明德） 

相談員（楠本正樹・木下卓也） 

宅建協会（服部芳永・藤田龍造） 



 ※役職名、氏名敬称略。 

朝日町・川越町空き家個別相談会　（1/24～2/4まで受付実施）

取組内容 具体的な内容（小項目） 担当者（組織名） 業務内容

朝日町と会場の準備。相

談員派遣名簿作成。

四日市不動産事業
協同組合

日程が固定しないため会場の候補

を複数準備。相談員の調整。

チラシ印刷。
四日市不動産事業

協同組合
デザインや日程、内容指示。

空き家個別相談会予約受

付

四日市不動産事業

協同組合

予約を受付。相談者と自治体と時

間、会場の調整。

川越町と会場の準備。相

談員派遣名簿作成。

四日市不動産事業

協同組合

日程が固定しないため会場の候補

を複数準備。相談員の調整。

チラシ印刷。
四日市不動産事業

協同組合
デザインや日程、内容指示。

空き家個別相談会予約受

付

四日市不動産事業

協同組合

予約を受付。相談者と自治体と時

間、会場の調整。

朝日町空き家個別

相談

1月27日(木)　会場：朝日

町役場2F大会議室

四日市不動産事業

協同組合
相談員：後藤明徳

朝日町空き家個別

相談

1月30日(日)　会場：朝日

町役場1F

四日市不動産事業

協同組合
相談員：三谷正弘

川越町空き家個別

相談

2月1日(火)　会場：川越

町中央公民館

四日市不動産事業

協同組合
相談員：豊田晃

川越町空き家個別

相談

2月4日(金)　会場：川越

町中央公民館

四日市不動産事業

協同組合
相談員：楠本正樹

朝日町空き家個別

相談会準備

川越町空き家個別

相談会準備

 

（２）事業の取組詳細 

「朝日町・川越町空き家相談会」 

朝日町、川越町へは 9 月下旬にチラシ納入。自治会回覧、公民館、各センターに配布。広報へは空き

フォーラム「未

来につなぐ相続

登記」 

ブース 3  

登記・相続・遺言・成年

後見人 

三重県司法書士会

四日市支部 

相談員 

（天野真一・三木康晴） 

ブース 4  

境界・測量・滅失登記 

三重県土地家屋調

査士会四日市支部 

相談員 

（市川誉・中村行彦） 

ブース 5  

行政団体：建物除去助成

等 

自治体（三重県朝日

町、産業建設課） 

相談員 

（矢野佑治・大橋謙司） 

フォーラム 

「未来につなぐ相続登記 

津地方法務局四日

市支局 
黒田武志・水谷翔一 

ワークショップ 各団体参加 

相談会終了後、地域の問題点や

アプローチを専門家の立場から

意見を頂きました。 



家相談会開催のお知らせを掲載頂いた。四日市不動産事業協同組合会員への周知。金融機関（桑名三

重信用金庫）にもチラシの掲示をご協力頂いた。 

①各相談会のマニュアルを作成。団体各位に場所、時間、会場配置図、受付票、アンケートを配布。

当自治の混乱無く事業を進めることができた。 

②コロナ禍であり、対策としてチラシへの啓蒙、注意の掲載。相談員へのゴム手袋、フェイスシール

ドの配布。机、イス等の消毒を行った。場所によってはスリッパが撤去され急遽用意した。 

③フォーラム（講演会）は津地方法務局四日市支局総務課長黒田武志様、登記専門職水谷翔一様に依

頼。テーマは「未来につなぐ相続登記」とした。レジュメ、パンフレットは予め用意頂きました。 

④令和 3 年 11 月 6日(土)川越町中央公民館 2F大会議室にて空き家相談会開催。会場準備の後、行政

担当者、各団体相談員に 1 日のスケジュールを説明、スキームの説明、受付票、アンケートの流れを

説明した。10 時開催。各相談員がブースに分かれ業務を行った。来場相談者組数は 3 組、相談件数 8

件であった。 

午後のフォーラム開催は川越町中央公民館 2F研修室で開催され、相談者、相談員、行政担当者が参

加（15名）し、相続登記の知識を得ることができました。新しくなった相続登記、義務化、罰則等が

説明され、各位スキルアップになった事と思います。本フォーラムは相談員のスキルアップ研修会も

兼ねております。専門用語も多く一般参加者には難しい内容でした。 

終了後のワークショップは川越町行政担当者から地域性、空き家対策、今後の方針等が説明されて

各団体からも質問や説明があり学ばせていただく事ができました。 

⑤令和 3 年 11 月 27日(土)朝日町保健福祉センター１階ホール 1・2 にて開催。（会場準備、説明は上

記川越町と同じ）。来場相談者組数は 2組、相談件数 2件であった。 

午後のフォーラム開催（上記川越町と同じ）。入れ替わり交代のため始めて聞く相談員もあり来場相

談者にもお声掛けし学ばせて頂きました。 

終了後のワークショップは朝日町行政担当者から地域性、空き家対策、今後の方針等が説明された。

各団体から意見が出され小さな市町での空き家相談会開催方法、手順などご意見を頂き周知方法、広

報の在り方などご指摘を頂きました。 

⑥1/24～2/4 まで空き家個別相談会開催。朝日町・川越町の同日開催とした。相談件数は 4 組であっ

た。組合が予約受付を行い場所と時間を行政担当者にお知らせして空き施設を斡旋頂き、相談者へ連

絡する手順は面倒であるが相談員の負担軽減と人件費を減額でき、空き家相談会に行きたい相談者へ

の機会創出になると考えます。今後の方針等に反映させることは必要と考えます。 

下記写真は相談会場と相談風景を掲載。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 27 日(土)朝日町保健福祉センタ第１・２ﾎｰﾙにてフォーラム「未来につなぐ相続登記」 

 

 



11 月 6 日(土)川越町中央公民館研修室にてフォーラム「未来につなぐ相続登記」 

 

 

講師は津地方法務局四日市支局登記専門職。令和６年から変わる相続登記制度について講演。 

また自筆証書遺言書保管制度について講演された。 

相談者及び相談員も参加。相談員のスキルアップに繋がる内容であった。 

 

テキスト：相続登記制度のパンフレット  テキスト：自筆遺言書保管制度のレジメ  

 

 

○ワークショップ開催 

11 月 27 日(土)朝日町 16：00 開催 

行政担当からは朝日町の空き家に対する取り組みを説明。人口増加地域でも有り危機感は希薄。10

年後、20 年後の空き家予防の観点から住民に空き家対策の必要性を伝えていく。また協力団体から

は広報の在り方、相談会の仕組みなどの意見を頂いた。 

11 月 6 日(土)川越町 16：00 開催。行政担当は各種補助、建築、資産税担当が 4名参加。川越町の

空き家に対する取り組みを説明。火力発電所等企業が立地しており産業が盛ん。税収も豊かで住民

からは好評である。協力団体担当からは相談内容説明、相談会の継続性が必要等の意見を頂いた。 



○朝日町・川越町空き家個別相談会報告 

 

相談実績： 相 談：朝日町 2件、川越町 2件  計 4件 

            現地調査： 朝日町 1 件、川越町 2件  計 3 件 

（３）成果 

【空き家相談会実施マニュアル】 

①全 10ページ：表紙・目次・スケジュール・会場配置図・スキーム図・関係者一覧・受付相談票・

アンケート・駐車場案内を掲載。相談員と意思疎通がなされスムーズ運営がなされた。 

 



②会場図（ブースの配置を記載し、会場準備、コロナ対策の対応に有効であった。 

スキーム図は相談の流れを記載、受付票の取り扱い、アンケートまでをマニュアルに記載。 

 
 



 

 

③表紙・目次・スケジュールは相談員の 1日の流れを把握しやすいよう配慮しました。 

スケジュールは 1日の流れを記載。フォーラムやワークショップ等の時間配分を記載。業務に専念

できるよう配慮。 

④空き家相談会スキーム図は特に重要です。各専門家の相談ブースへスムーズに案内するため受付業

務、相談業務、アンケート調査と業務を区別して担当責任を明確にしました。 

⑤空き家相談受付票は相談者の所有する空き家の状況、希望する内容を書き込めるようにして相談員

の内容把握を分かりやすくしています。 

⑥会場配置図は専門家ブースを相談者が移動しやすいように配慮。 

コロナ対応としてソーシャルディスタンスをとり、除菌シート、アルコール消毒、フェイスシール

ドを配置。 

⑦関係者一覧は庁内部署別に記載。協力団体役職別に記載。相談内容により相談員が次のブース間移

動を指示。相談者の移動がスムーズになるよう配慮。相談者のニーズに応える事が目的です。表は

個人情報記載のため割愛します。 



 

川越町空き家相談会チラシ        朝日町空き家相談会チラシ 

下段 川越町空き家個別相談会チラシ      朝日町空き家個別相談会チラシ 

 

 

 



３．評価と課題 

三重県川越町空き家相談会は相談者 3 組、相談件数 8 件でした。現時点で空き家になっている相談は取壊

しをすべきか、流通できるか、相続の観点からも判断したい。親の家を将来どうするかの相談は除却の補助

額、取壊しの費用、相続対応を相談。3 件目も同様です。フォーラムは一般及び相談者、相談員も含め 15 名

程が参加。相続登記制度、自筆証書遺言書保管制度等を講演頂きました。ワークショップでは各団体から川

越町の空き家対策について専門家の立場から有益な意見を頂き、行政としても「空き家予防」の観点から対

策を実施し、継続した活動を行っていきたいとの意見を頂きました。空き家対策部署からは来年度から行う事

業に反映させていきたいと具体例を挙げて頂きました。相談内容等をデータ化し各団体に配布する。 

①空き家相談会の開催  

朝日町とは共催で開催。川越町とは後援を頂き開催。 会場では 5 ブースに分かれ各専門家が相談を受け

付けました。ワンストップでの相談ができ、一つの会場で多くの多方面にわたる相談ができる仕組みは定番と

なりつつあります。 

 ・三重県建築士事務所協会四日市支部は耐震、リフォーム、取壊しを担当。 

・宅建協会四日市支部は売却、賃貸、管理を担当。 

・三重県司法書士会は相続、登記を担当。 

・三重県土地家屋調査士会は境界、測量を担当。 

・朝日町・川越町の職員は固定資産税、除去の補助など行政に係わる内容を担当。 

相談者へのアンケートを実施したところ、参考になったと回答。相談会を継続してほしいと記載があった。 

②空き家個別相談会の開催  

期間中は予約申込をして頂き、相談を受け付けました。その都度の会場設定であるため場所の確保は不安

定であるが自治体職員の助力を頂き時間、場所の調整ができた。相談員の名簿を作成し期間中の時間を確

保して頂いたが、相談者の意向に合わせるのは難しい。デメリットもあるが、相談員の負担を減らせるメリット

もあるし相談者の待ち時間が無いこともメリットである。1 日で終わらせる事業よりも継続しやすいと思われる。

相談員や行政職員が集まることによる意見交換や講習会参加、他の相談員が行う内容を見学できることもス

キルアップとなるが、空き家相談会が数多く行われてきたこともあり、相談員の熟練度は上がっていており個

別相談会の実施は可能と考える。 継続して行える空き家相談会を考えることが自治体との共通した課題と

思われる。 

③相談員の研修・育成  

フォーラム開催やワークショップ開催に参加することで専門外の知識を得ることができた。行政担当者から地

域の実情や行政の取り組み等を聞くことができた。地域密着型の空き家相談会とはどういうことができるのか

を考える事ができ、自治体との接点を探る上で重要である。次年度の取り組みを希望している。  

④フォーラムの同時開催  

 津地方法務局から専門職が相続登記について講演された。講演内容は相続登記の義務化や時期、ペナル

ティ、相続人同士の話し合いが難しい場合は「相続人申請登記」をして義務を果たせることや不動産の一覧

を証明する制度、住所変更の申請登記義務化、所有者不明土地について話された。いささか難しい内容で

あるが参加者のスキルアップ、相続登記と空き家を考える機会であった。 本フォーラムは相談員の研修も兼

ねていますが専門用語も多く一般参加者には難しい内容でした。一般参加者を呼び込むにはわかりやすい

内容でのフォーラム開催が必要です。 

⑤取組課題  

 ・空き家相談会、空き家個別相談会を継続して行うことが必要である。自治体と協力して行う必要があり今

回は繋ぐことができた。自治体職員は空き家相談会を続けることを希望されているが体制としてシステム化で

きるかは今後の課題である。国交省の助成で行うことは一時期であり双方に負担とならない事業を考えなく



てはならない。国は自治体の負担にて空き家対策を行うよう勧めている。自治体に負担が少ないシステムを

構築することが課題である。1 箇所のモデル事業は参考にはなるが残った多くの案件解決には繋がらない。

私たちは残った多くの案件を導くことを課題としたい。  

 

 

４．今後の展開 

今後の展開としては、引き続き行政と連携し、地域における空き家対策等を支援する事により、 

空き家の利活用等を促進し、地域の活性化に寄与していく。主には行政が開催する空き家無料相 

談会について、耐震、リフォーム、取壊し、売却、賃貸、管理、相続、登記、境界、税金の専門 

家を派遣する等、引き続き、積極的に協力、支援していく。その中で、今まで以上に相談員の質 

の向上を目指し、多様な空き家相談に十分対応できる体制を充実させていく。 
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